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   ○国立研究開発法人水産研究・教育機構法人文書管理  

    規則  
 

平成２３年 ４月 １日付け２２水研本第 30329005 号  
改正 平成２３年 ９月 １日付け２３水研本第 30829001 号  
改正 平成２４年 ４月 １日付け２４水研本第 40402006 号  
改正 平成２５年１０月 １日付け２５水研本第 50925001 号  
改正 平成２６年 ４月 １日付け２６水研本第 60326001 号  
改正 平成２６年 ４月 １日付け２６水研本第 60401024 号  
改正 平成２７年 ４月 １日付け２６水研本第 70325001 号  
改正 平成２８年 ４月 １日付け２８水機本第 80401008 号  
改正 平成２９年 ４月 １日付け２８水機本第 90323001 号  
改正 平成３０年 ４月 １日付け２９水機本第 00327010 号  
改正 平成３０年１０月 １日付け３０水機本第 18091901 号  
改正 令和 元年１２月１２日付け 元水機本第 19120602 号  
改正 令和 ２年 ７月２０日付け ２水機本第 20071502 号  
改正 令和 ３年 ３月２９日付け ２水機本第 20032301 号  
改正 令和 ３年１０月２９日付け ３水機本第 21102901 号  
改正 令和 ４年 ４月 １日付け ４水機本第   １４号  
改正 令和 ６年 ３月２８日付け ５水機本第  １２０７号  
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 （目的）  
第１条 この規則は、公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６号）

第１３条の規定に基づき、国立研究開発法人水産研究・教育機構（以下「機

構」という。）における法人文書の管理が適正に行われることを確保するた

めに必要な事項を定め、もって機構の事務能率の向上に資するとともに、機

構の任務を達成するための諸活動を国民に説明する責務が全うされるように

することを目的とする。  
 
 （定義）  
第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 

号に定めるところによる。  
 (１) 文書管理法 公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６号） 

  をいう。  
 (２) 情報公開法 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平 

  成１３年法律第１４０号）をいう。  
  (３) 法人文書 情報公開法第２条第２項に規定するものをいう。  
 (４) 文書管理単位 別表第１に掲げる文書管理単位をいう。  
 (５) 本部 国立研究開発法人水産研究・教育機構組織規程（１３水研第５

２号。以下「組織規程」という。）第２条第１項に規定する本部をいう。 
 (６) 研究所 組織規程第２条第２項に規定する研究所をいう。  
 (７) 開発調査センター 組織規程第２条第２項に規定する開発調査センタ

ーをいう。  
 (８) 水産大学校 組織規程第２条第２項に規定する水産大学校をいう。  
 (９) 所管課 当該法人文書の内容たる事案を所管する課、室又はこれらに

準ずる組織をいう。  
 (１０) 文書管理システム 機構全体で利用可能な、システム上で文書の起

案、決裁その他文書管理に関する事務の処理を行うことができるシス

テムをいう。  
 
 （法人文書の作成の原則）  
第３条 職員は、文書管理者の指示に従い、文書管理法第４条の規定に基づき、

同法第１条の目的達成に資するため、機構としての経緯も含めた意思決定に

至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することが

できるよう、次に掲げる場合を除き、文書（図画及び電磁的記録を含む。以

下この条において同じ。）を作成することを原則とする。ただし、第１号の

場合においては、事後に文書を作成しなければならない。  
 (１) 意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合  
 (２) 処理に係る事案が軽微なものである場合  
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２ 法令等の定めにより紙媒体での作成・保存が義務付けられている場合、電

子的管理によってかえって業務が非効率となる場合、賞状の作成などにおい

て手書きによることがふさわしい場合等を除き、文書の作成又は取得は電子

媒体によることを基本とする。  
 
 （法人文書の処理の原則）  
第４条 法人文書の処理は、確実かつ迅速に行わなければならない。  
 
   第２章 管理体制等  
 
 
 （総括文書管理者）  
第５条 機構に、総括文書管理者を置く。  
２ 総括文書管理者は、理事（総務・財務担当）とする。  
３ 総括文書管理者は、機構における次に掲げる事務を行う。  
 (１) この規則その他の法人文書の管理に関する規程類の整備に関するこ

と。  
 (２) 法人文書分類基準表及び法人文書ファイル管理簿の整備に関するこ

と。  
(３) 法人文書の管理に関する内閣府との調整及び必要な改善措置の実施  
(４) 法人文書の管理に関する事務の指導監督等に関すること。  

 
 （副総括文書管理者）  
第６条 本部、研究所、開発調査センター及び水産大学校（以下「研究所等」

という。）に副総括文書管理者を置く。  
２ 副総括文書管理者は、本部にあっては総務部長、研究所及び開発調査セン

ターにあっては所長、水産大学校にあっては理事(水産大学校代表）とする。 
３ 副総括文書管理者は、この規則に定めるもののほか、それぞれ研究所等に

おける次に掲げる業務を行う。  
 (１) 法人文書の管理の総括及び事務の取りまとめに関すること。  
 (２) 保有する法人文書の管理の徹底を図ること。  
 
 （文書管理者）  
第７条 文書管理単位ごとに文書管理者を置く。  
２ 文書管理者は、別表第１の文書管理者欄に定める者をもって充てる。  
３ 文書管理者は、各文書管理単位における次に掲げる事務を行う。  
 (１) 法人文書ファイル管理簿の作成に関すること。  
 (２) 法人文書の保存期間の延長、国立公文書館等（文書管理法第２条第３

項に規定する国立公文書館等をいう。以下同じ。）への移管又は廃棄の

実施に関すること。  
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 (３) 保有する法人文書の管理の徹底を図ること。  
 
 （文書管理担当者）  
第８条 文書管理者は、その事務を補佐する者として、文書管理担当者を指名

する。  
   
 （職員の責務）  
第９条 職員は、文書管理法の趣旨に則り、関連する法令、規程等並びに副総

括文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法人文書を適正に管理しなけれ

ばならない。  
 
 （帳簿等）  
第１０条 総務部総務課、研究所の管理部門業務推進課及び各拠点並びに水産

大学校校務部管理課に次に掲げる帳簿を、開発調査センター開発業務課に第

１号に掲げる帳簿を備える。  
 (１) 文書原簿    別記様式第１号による。  
 (２) 書留等接受簿  別記様式第２号による。  
２ 前項の文書原簿については、文書管理システムを使用して作成する。  
 
 （文書記号及び文書番号）  
第１１条 文書原簿に登録を要する法人文書には、文書記号及び文書番号を付

す。  
２ 文書記号は、事業年度（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。 

以下「通則法」という。）第３６条第１項に規定する事業年度をいう。以下 

同じ。）を表す数字に、別表第１の文書記号欄に掲げる記号を付したものと 

する。  
３ 文書番号は、毎年４月１日をもって更新する。  
４ 同一の事案により第１項の法人文書の接受又は施行が繰り返される場合に

は、当該事案に係る最初に登録した文書記号及び文書番号の枝番号を用いる

ものとする。ただし、文書管理者が、当該事案の処理を行うに当たって新た

に登録することが適当と認めたときは、この限りでない。  
 
     第３章 整理  
 
 (職員の整理義務) 
第１２条 職員は、次条及び第１４条の規定に従い、次に掲げる整理を行わな

ければならない。  
 (１) 作成し、又は取得した法人文書について分類し、名称を付するととも

に、保存期間及び保存期間の満了する日を明示すること。  
 (２) 法人文書ファイル（能率的な事務又は業務の処理及び法人文書の適切
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な保存の目的を達成するためまとめられた相互に密接な関連を有する法

人文書（当該保存期間を同じくすることが適当なものに限る。）の集合

物をいう。以下同じ。）にまとめること。  
 (３) 法人文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間

及び保存期間の満了する日を設定すること。  
 
 （分類・名称）  
第１３条 法人文書ファイルは、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて

系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。  
 
 （法人文書分類基準表の作成等）  
第１４条 総務部長は、保存期間が１年以上の法人文書について、法人文書の

適切な分類及び保存に資するため、法人文書ファイルを類型化した標準法人

文書ファイルの名称及び当該標準法人文書ファイルに含まれる法人文書の第

１６条に規定する保存期間を定めた法人文書分類基準表（別記様式第３号）

を別に定めるものとする。  
２ 総務部長は、前項の法人文書分類基準表について、毎年定期的に、又は時

宜に応じて見直しを行うものとする。  
   
 （法人文書ファイルの設定）  
第１５条 第１２条に規定する法人文書ファイルの設定方法は、次に掲げる方

法のいずれかによる。  
 (１)内容（主題）別  
   法人文書の内容（主題）ごとにまとめる方法  
   （例：○○審議会議事録ファイル等）  
 (２)形式別  
   法人文書の内容や相手方と関係なくその形式をとらえてまとめる方法  
   （例：○○課例規ファイル、○○関係照会・回答ファイル等）  
 (３)様式・標題別  
   帳票類、伝票類等、法人文書の標題をそのままファイル名としてまとめ

る方法  
   （例：○○申請書ファイル、○○届出書ファイル等）  
 (４)案件（一件）別  
   許認可の申請から処分まで、工事の計画から完了までの法人文書等、一

つの案件に係る法人文書を順序立ててまとめる方法  
   （例：○○許可（認可）一件ファイル、○○訴訟一件ファイル等）  
 (５)相手方別  
   法人文書に係る提供者、提出先等ごとにまとめる方法  
   （例：法人台帳（特殊法人、事業者等、国会提出・説明資料ファイ  
    ル等）  
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 (６)時期別  
   同種の内容の法人文書を一定の期間ごとにまとめる方法  
   （例：○年○月相談案件ファイル、○年○月支払所ファイル等）  
 
 （法人文書の保存期間）  
第１６条 法人文書の保存期間は、原則として法令等又は規程等において保存

期間が定められているものを除き、無期限、常用（無期限）、３０年、２０

年、１０年、７年、５年、３年、１年又は１年未満とする。  
２ 法人文書の保存期間の基準は、別表第２のとおりとする。  
３ 法人文書ファイルの保存期間は、法人文書ファイルにまとめられた法人文

書の保存期間とする。  
 
 （保存期間の起算）  
第１７条 第１２条第１号の保存期間の起算は、法人文書を作成し、又は取得

した日（以下「文書作成取得日」という。）の属する事業年度の翌年度の４

月１日とする。ただし、文書作成取得日から１年以内の日であって４月１日

以外の日又は文書作成取得日の属する年度の翌々年度４月１日を起算日とす

ることが法人文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあって

は、その日とする。  
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人文書の保存期間の起算は、 

完結した日の属する事業年度の４月１日とする。  
 (１) 通則法第３８条の規定により、当該事業年度の終了後３月以内に主務

大臣に提出し、その承認を受けなければならない貸借対照表、損益計算

書、利益の処分又は損失の処理に関する法人文書その他主務省令で定め

る法人文書及びこれらの附属明細（以下「財務諸表」という。）に係る

法人文書（当該事業年度の事業報告書、予算の区分に従い作成した決算

報告書、財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を含む。）  
 (２) 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並び 

   に人事管理に関する省令（平成１３年農林水産省令第４９号）第８条の 

   規定により作成する実績報告に係る法人文書  
 (３) 第１号の規定に基づく主務大臣の承認に係る法人文書  
 (４) 第２号の規定に基づく農林水産大臣の業務運営の改善その他の勧告に 

   係る法人文書  
 (５) 翌事業年度の４月３０日までに完結する当該年度の定期報告に係る法 

   人文書  
 
   第４章 接受及び配布  
 
 （法人文書の接受）  
第１８条 法人文書の接受は、文書管理担当者が行う。ただし、所管課に直接
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送付されたものについては、当該所管課において接受する。  
２ 情報公開法第４条に規定する「開示請求書」、同法第１５条第３項に規定

する「開示の実施の方法等政令で規定する書面」及び同法第１８条第１項に

規定する「審査請求」に係る書面の接受は、総務部総務課が行う。  
３ 電子文書（電子メール等により送受信された電磁的記録をいう。以下同じ。）

の接受は、その相手方たる職員が接受する。  
 
 （接受した法人文書の配布）  
第１９条 文書管理担当者が接受した法人文書は、速やかに所管課に配布する。 
２ 前項に規定する法人文書の所管課への配布は、原則として当該法人文書を 

接受した日のうちに完了しなければならない。  
 
 （接受した法人文書の登録）  
第２０条 接受した法人文書（保存期間が１年未満のもの及び所管課の長が決

裁（供覧を含む。以下同じ。）を要しないと認めたものを除く。）が文書原

簿に登録を要する法人文書と認める時には速やかに登録を行う。  
２ 前項の登録は文書管理担当者が文書管理システムに当該法人文書の件名、

差出人、接受年月日、登録年月日その他必要な事項を記載して行う。  
 
 （書留郵便等の取扱い）  
第２１条 書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明、特別送達等の扱いによ

る郵便物及び現金、金券、収入印紙、有価証券、郵便切手、その他財産的価

値があると認められる物の添付された法人文書を接受したときは、書留等接

受簿に必要な事項を記載し、配布する際は、当該接受簿に受領者の署名又は

押印を求めて、その授受を明らかにしておかなければならない。  
２ 所管課の長は、現金、金券、収入印紙、有価証券、郵便切手、その他財産 

的価値があると認められる物が添付された法人文書を扱うときは、特に注意 

して取り扱うとともに、その保管に関しては、厳重に行わなければならない。 
 
   第５章 法人文書の作成  
 
 （書式等）  
第２２条 法人文書は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものを除く。  
 (１) 法令等の規定により縦書きと定められているもの  
 (２) 賞状、表彰状、祝辞その他これらに類するものであって、縦書きが適 

   当と認められるもの  
 
 （記述の原則）  
第２３条 法人文書の記述は、的確かつ簡潔に記載する。  
２ 法人文書の作成に当たって反復利用が可能な様式、資料等の情報について
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は、電子掲示板等を活用し職員の利用に供するものとする。  
３ 法人文書に用いる漢字、送り仮名及び仮名遣い等については、原則として、

それぞれ次に掲げるものを用いる。 

 (１) 常用漢字表（平成２２年内閣告示第２号） 

(２) 送り仮名の付け方（昭和４８年内閣告示第２号）  
 (３) 現代仮名遣い（昭和６１年内閣告示第１号）  
 (４) 外来語の表記（平成３年内閣告示第２号）  

(５) 公用文における漢字使用等について（平成２２年内閣訓令第１号）  
 (６) 法令における漢字使用等について（平成２２年内閣法制局長官決定）  
 
 （起案）  
第２４条 決裁を行う法人文書については、次条から第２７条までに定める場

合を除き、事案ごとに起案を行う。  
 
 （合併処理による起案）  
第２５条 接受した２以上の法人文書で相互に関連のあるものについては、１ 

の事案とみなして合併処理をして起案することができる。  
２ 前項の規定により合併処理を行う場合には、当該法人文書の文書番号のう

ち適宜のものを代表文書番号として起案用紙（第２８条第１項に定めるもの

をいう。以下同じ。）の文書記号番号欄に記載し、その他の文書番号は、起

案用紙の記事欄に記載し、かつ、合併処理の表示をする。  
３ 前項の場合には、代表文書番号の法人文書が登録された文書原簿等の記事 

欄に、代表文書番号以外の文書番号を、代表文書番号以外の法人文書が登録

された文書原簿等の記事欄に、当該代表文書番号を記載し、かつ、合併処理

の表示をする。  
 
 （一括処理による起案）  
第２６条 接受した２以上の法人文書で相互に関連のあるものについては、１ 

の事案とみなして、一括処理をして起案することができる。  
２ 前項の規定により一括処理を行う場合には、当該法人文書の文書番号のう

ち最も小さいものを起案用紙の文書記号番号欄に記載し、その他の文書番号 

は、起案用紙の記事欄に記載し、かつ、一括処理の表示をする。  
３ 前項の場合には、最も小さい文書番号以外の文書番号の法人文書が登録さ

れた文書原簿等の記事欄に、当該最も小さい文書番号を記載し、かつ、一括 

処理の表示をする。  
 
 （分割処理による起案）  
第２７条 接受した１の法人文書で、その内容が異なる２以上の事案について 

起案する場合には、分割処理をして起案することができる。  
２ 前項の規定により分割処理を行う場合には、起案用紙の記事欄及び文書原
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簿の記事欄に、分割処理の表示をする。  
  
 （起案文書の作成）  
第２８条 法人文書の起案は、原則として文書管理システムを用いるものとし

文書管理システム上に保管したものを原義とする。  
２ 法人文書を起案する場合は、次に掲げるところにより、別記書式例に準拠

して行う。  
 (１) 起案用紙の接受年月日欄に接受登録年月日を、起案年月日欄に起案文

書を作成した年月日をそれぞれ記載する。  
 (２) 当該起案に係る事案が第３４条第１項又は第２項の規定により決裁の

権限が委任されているものであるときは、起案用紙の決裁委任事項番号

欄に「別表第３－○－○」を例として根拠となる事項番号を記載する。  
 (３) 事案の内容又は性質により起案文書に必要な決裁欄を設ける。  
 (４) 起案文書には、事案が定例的又は軽微なものを除き起案の趣旨及び事 

案の概要等を記載するとともに、必要に応じて、参照条文、新旧対照表

その他の参考資料を添付する。  
 
 （起案の特例）  
第２９条 接受した法人文書に基づき起案する場合は、当該法人文書の名あて

人を発信名義人とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該法人文書の事案の内容又は性質により、当

該法人文書に記載された名あて人以外の者が、最終決裁者又は発信名義人と

なることが適当であると所管課の長が認めるときは、法令等又は規程等に定

めのある場合を除き、名あて人以外の者を最終決裁者又は発信名義人として

起案することができる。  
 
 （文書管理担当者による点検）  
第３０条 法人文書を起案したときは、所管課の長の決裁を受けた後文書管理

担当者の点検を受けなければならない。  
２ 文書管理担当者は、前項の規定により起案文書を点検したときは、文書管

理システム上で承認の記録を行う。  
 
 （起案により作成する法人文書）  
第３１条 起案により法人文書を作成するときは、法令等の規定に基づき施行 

する場合を除き、次に掲げる者の職名を発信名義人として表示する。  
 (１) 本部にあっては  
      理事長  
      理事  
      部長  
      監査室長  
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 (２) 研究所にあっては  
      所長  
      部門長  
      センター長  

拠点長  
      船長  
 (３) 開発調査センターにあっては  

所長  
 (４) 水産大学校にあっては  
      理事  
      校長  
      部長  

実習教育センター長  
船長  

２ 前項の場合において、法令等、指令書、契約書、賞状その他発信名義人の 

氏名を表示することが適当であるときは、その氏名を併せて記載する。  
３ 機構、研究所等の組織の名称を表示する法人文書については、起案により

作成する。ただし、所管課の長又はその上司が決裁を要しないと認めたもの

は、その限りではない。  
 
 （起案によらないで作成する法人文書）  
第３２条 前条第１項に規定する発信名義人を表示する法人文書のうち、次に

掲げるものを施行するときは、起案によらないで作成することができる。た

だし、機構の意思決定に係るものを除く。  
 (１) 所管課の長又はその上司が起案することを要しないと認めたもの  
 (２) 起案によらないで作成することが通例となっているもの  
２ 起案によらないで発信名義人を表示する法人文書を作成するときは、当該 

発信名義人の了解を得なければならない。  
３ 起案によらないで前条第１項に定めるもの以外の者を発信名義人として機 

構外に発信する法人文書を作成するときは、上司又は責任ある者の了解を得

なければならない。  
４ 起案によらないで組織名を表示して法人文書を作成するときは、上司又は 

責任ある者の了解を得なければならない。  
５ 起案によらないで法人文書を作成するときは、当該法人文書の作成年月日、 

作成者の所属する所管課名（発信名義人を表示しない場合に限る。）等必要

な事項を当該法人文書の見やすい箇所に記載する。  
 
 （発議文書の登録）  
第３３条 発議により起案した法人文書は、文書原簿に登録を行わなければな

らない。  
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２ 前項の登録は、文書管理システムを用いて、当該法人文書の件名、起案年

月日その他必要な事項を記載して行う。  
 
   第６章 決  裁  
 
 （決裁の権限委任）  
第３４条 理事長は、規程等で別に決裁権限を委任するもののほか、別表第３

のアの表の事項欄に掲げる事項以外の事項について、それぞれ次に定めると

ころにより、その決裁の権限を委任する。  
(１) 別表第３のイからキまでの各表の事項欄に掲げる事項の決裁の権限

は、それぞれ各表に掲げる理事に委任する。  
(２) 別表第３のクからコまでの各表の事項欄に掲げる事項の決裁の権限

は、それぞれ各表に掲げる本部の部長に委任する。  
(３) 別表第３のサの表の事項欄に掲げる事項の決裁の権限は、研究所長に

委任する。  
(４) 別表第３のシの表の事項欄に掲げる事項の決裁の権限は、開発調査セ

ンターの所長に委任する。  
(５) 別表第３のスの表の事項欄に掲げる事項の決裁の権限は、水産大学校

校長に委任する。  
(６) 別表第３のセの表の事項欄に掲げる事項の決裁の権限は、水産大学校

の校務部長に委任する。  
２ 研究所長は、前項第１号の規定により理事長から委任された決裁の権限の

うち、次の定めるところにより、その決裁の権限を再委任する。  
 (１) 別表第３のソの表の事項欄に掲げる事項の決裁の権限は、管理部門長

に再委任する。  
  (２) 別表第３のタの表の事項欄に掲げる事項の決裁の権限は、各拠点の長

に再委任する。  
３ 第１項の規定は、理事長が、決裁の権限を委任した事項について指揮監督

する権限を妨げるものではない。  
４ 第２項の規定は、当該研究所長が、決裁の権限を再委任した事項について

指揮監督する権限を妨げるものではない。  
５ 各研究所の長は、第２項に規定するもののほか、当該研究所の規程に定め

るところにより、自らが発信名義人（施行を伴わないものにあっては名あて

人。次条において同じ。）となる事項の決裁の権限を、その部下の職員に委

任することができる。  
 
 （決裁の方法）  
第３５条 起案文書の決裁は、発信名義人が最終の決裁者となることを原則と

する。ただし、前条第１項の規定により、決裁の権限が委任されている場合

にあっては、この限りではない。  
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２ 前項の規定にかかわらず、所管課の長が必要と認めたときは、当該発信名 

義人の上位の者の決裁を求めることができる。  
３ 決裁の順序は、原則として所管課から開始し、組織規程に定める部、課等

（以下「部課」という。）の逆順序とする。  
４ 決裁は、決裁者が決裁したことを文書管理システムに記録することにより

行うものとする。  
５ 起案文書の決裁をすることができる者は、当該起案文書の内容に直接関係

のある者とする。  
 
 （持ち回り）  
第３６条 起案文書で緊急に処理を要するもの又は詳細な説明を要するもの

は、当該起案文書の起案者又はその説明を行うことができる職員が決裁を受

けなければならない。  
 
 （代決）  
第３７条 起案文書は、次の各号に掲げる要件の全てに適合する場合に限り、

代決することができる。  
 (１) 決裁者及び代決する者が、それぞれ別表第４の決裁権者欄に掲げる者

及び同表の代決権者欄に掲げる者であること。  
 (２) 決裁者が出張、休暇その他やむを得ない事情により不在であること。  
 (３) 緊急に処理しなければならない理由があること。  
 (４) 決裁者から代決してはならないものとして、あらかじめ指定された事 

  項に関するもの又は異例なものでないこと。  
２ 起案文書のうち、その内容が特に軽微なものであって、決裁権者があらか

じめ指定したものについては、前項の規定にかかわらず、代決することがで 

きる。  
３ 起案文書を代決する場合には、代決者を設定することにより行うものとす

る。  
４ 重要な事案に関する起案文書を代決した者は、事後速やかに代決として処

理された決裁者にその旨を報告しなければならない。  
 
 （後伺い）  
第３８条 決裁者及び代決者が不在であって、かつ、緊急やむを得ない場合に 

は、最終の決裁者を除き、当該決裁者の決裁を後伺いとして処理することが 

できる。  
２ 前項の規定により後伺いとして処理するときは、後伺いとする決裁者を「後

閲」と設定し次の決裁者に回付するとともに、事後速やかに後伺いとして処

理された決裁者の決裁を受けなければならない。  
 
 （起案文書の回付に係る事案の検討）  
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第３９条 決裁のため起案文書の回付を受けた者は、直ちに、当該事案を検討

し、異議があるときは、その旨を速やかに起案者に連絡しなければならない。 
２ 起案文書の内容の訂正を行うときは、軽微な訂正を行う場合を除き、起案

者又はその上司の了解を得なければならない。  
 
 （決裁年月日の記載）  
第４０条 起案者は、起案文書の決裁が完了したときは、文書管理システムに

決裁が完了した年月日を記載する。  
 
 （廃案）  
第４１条 起案文書について決裁終了前に廃案の処理を行う場合は、当該起案

文書につき、すでに決裁を受けた最終の上司の命令による場合を除き、あら

かじめ、所管課の長の承認を受けなければならない。  
２ 前項の廃案の承認を受けたときは、当該起案文書の記事欄に廃案となった

理由及び廃案の日を記載する。  
 
 （再度決裁を経ない決裁終了後の起案文書の修正の禁止）  
第４１条の２ 起案文書の内容を決裁終了後に修正することは、修正を行うた

めの文書を起案し、改めて順次決裁を経ること（以下この条において「修正

のための決裁」という。）をしなければ、これを行ってはならない。  
２ 修正のための決裁には、当初の起案文書からの修正の箇所及び内容並びに

修正の理由を記した資料を添付しなければならない。  
３ 機構の意思決定の内容そのものが記載されている、直接的な決裁対象とな

る法人文書（以下この条において「決裁対象文書」という。）について修正

を行った場合は、その原本は、修正のための決裁により修正が行われた後の

決裁対象文書とする。  
４ 修正のための決裁を行った場合は、決裁対象文書のうち施行が必要な文書

については、第４３条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる修正のための

決裁が終了した時期の区分に応じて、当該各号に掲げる文書番号及び施行期

日により施行することとする。  
 (１) 当初の決裁対象文書の施行期日前 当初の決裁における文書番号及び

施行期日  
 (２) 当初の決裁対象文書の施行期日以後 修正のための決裁における文書

番号及び施行期日  
５ 前項の規定にかかわらず、当初の起案文書の本体ではなく、当該決裁の説

明を行うために添付した資料のみを修正した場合は、施行が必要な文書につ

いては、当初の決裁における文書番号及び施行期日により施行することとす

る。  
 
   第７章 法人文書の施行  
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 （浄書）  
第４２条 決裁済みの起案文書で施行を要するものは、原則として、起案者が

浄書を行う。  
２ 前項の浄書文書には、法令等に定めのあるもの及び次に掲げるものを除き、 

当該起案用紙の文書記号番号欄（一括処理の場合にあっては文書記号番号欄 

及び記事欄）に記載する文書記号及び文書番号を付する。  
 (１) 賞状、表彰状、人事異動通知書、祝辞類  
 (２) 所管課の長が文書記号及び文書番号を付すことを要しないと認めたも 

   の  
３ 第１項の規定により浄書を行うときは、照会その他の便宜に資するため、 

必要に応じて当該浄書文書の末尾に、担当職員の所属、職名、氏名、電話番 

号等を記載することができる。  
 
 （施行年月日）  
第４３条 法人文書の施行年月日は、当該法人文書の発送又は発信の日とする。

ただし、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める日と

する。  
 (１) 交付  交付した日  
 (２) 発令  発令した日  
 (３) ホームページ等への登載  登載した日  
 (４) 官報、公報等への掲載  掲載した日  
 (５) 刊行物の発行  発行した日  
 (６) 掲示  掲示した日  
 (７) 公表  公表した日  
 (８) 配布  当該法人文書を作成した日  
 (９) 縦覧  縦覧に供した日  
 (１０) 起案によらず作成  当該法人文書を作成した日  
２ 浄書文書に付する日は、前項に規定する施行年月日とすることを原則とす

る。ただし、特別な事情があると認めるときは、施行年月日と異なる日を浄 

書文書に付することができる。  
３ 前項ただし書の規定により浄書文書に付する日を施行年月日と異なる日と 

するときは、起案文書の伺い文に当該理由を明記するとともに、記事欄に 

 「指定日施行」と表示し、かつ、当該指定する年月日を記載する。  
４ 第２項ただし書の場合には、文書管理者の決裁を受けなければならない。  
 
 （契印の押印）  
第４４条 浄書文書に記載した発信名義人が第３１条第１項及び第２項に規定

する者であるときは、次に掲げるものを除き、契印（別記様式第４号）を当

該浄書文書と起案文書にわたって押印する。  
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 （１）賞状、表彰状、通知書、祝辞その他これらに類するもの  
 （２）掲示により施行する法人文書  

（３）電子文書 

（４）公印の押印を行わない法人文書  
 

 （公印の押印等）  
第４５条 浄書文書への公印の押印は、法令（法律及び法律に基づく命令（告

示を含む。）をいう。以下この項において同じ。）に基づき作成される法人

文書であって法令により押印が求められているものについて行う。ただし、

電子情報処理組織により法人文書を施行する場合は、当該法令の規定にかか

わらず、公印の押印は不要とする。 

２ 前項に規定するもののほか、最終決裁者が認めた法人文書については、公

印を押印することができる。 

３ 浄書文書に押印する公印は、発信名義人が国立研究開発法人水産研究・教

育機構公印取扱規程（１３水研第１１８号。以下「公印取扱規程」という。）

に基づき作成及び使用を認められたものとし、同規程第７条第１項に規定す

る公印保管責任者等が押印するものとする。  
４ 前３項の規定にかかわらず、発信名義人の自筆の署名をもって公印の押印

に代えることができる。  
５ 第２項及び第３項に規定する浄書文書への公印の押印は、当該浄書文書の

発信名義人の末字に半分かけるものとする。ただし、次に掲げるものに押印

する場合にあっては、発信名義人の末字にかからないように押印する。  
（１）賞状、表彰状類  
（２）通知書  

６ 前項の規定にかかわらず、公印取扱規程第７条第３項の規定により印影を

印刷した用紙を使用する場合は、公印にかからないように発信名義人を記載

することができる。  
 
 （割印）  
第４６条 浄書文書の各葉に割印を押印する場合には、当該法人文書の発信名

義人の公印を用いる。  
 
 （施行の方法）  
第４７条 法人文書を施行するときは、次に定める方法による。  

（１）送付  
法人文書の送付は、郵送又は宅配便により起案者が行う。ただし、

宅配便により、信書に該当する法人文書を送付する場合にあっては、

特定信書便事業者に対する特定信書便役務の範囲内で利用するとき

に限る。  
（２）使送  
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ア 所管課において当該法人文書を使送人に交付し、これを当該法人文 

書の名あて人又はその名あて人に代わって、当該文書を受領する権限

を有する者に直接送達させる。この場合において、使送人は、機構の

役職員とする。  
イ 使送により法人文書を施行する場合において、使送人は、文書管理

担当者が発行する文書使送票（別記様式第５号）又は文書使送表（別

記様式第６号）を携行し、当該文書使送票又は文書使送表の受領証の

該当欄に受領者の署名又は押印を受け、これを文書使送票又は文書使

送表を発行した文書管理担当者に引き渡す。  
（３）直接の交付  

施行する法人文書を本人等に手渡す場合とし、この場合、本人等の

受領の署名又は押印を受けなければならない。  
（４）発令  

     人事異動等の辞令を発する。  
 （５）電子メール  
     電子文書をパソコンから送信する。  
 （６）ファクシミリ  
     保存期間が１年未満の法人文書を当該装置を使用して施行する。  
 （７）電報  
     電報により法人文書を発信するときは、当該法人文書に発信者の氏

名及び発信した日時を記載する。  
 （８）ホームページ等への登載  
     機構のホームページ等へ法人文書を登載する。  
 （９）官報、公報等への掲載又は刊行物の発行  
     法人文書を官報、公報等へ掲載し、又は刊行物を発行する。  

（１０）掲示  
公示その他国立研究開発法人水産研究・教育機構施設等管理規程（１

７水研本第２０４８号）及びこれに基づく定めに規定する手続きに従

い掲示する  
 （１１）縦覧  
      広く国民一般に見せるため、法人文書を一定の場所に備え置く。  
 （１２）公表又は配布  
      パンフレット、ＰＲ資料、新聞発表資料等その他国民一般に情報

提供するために作成された法人文書を公表又は配布する。  
 
 （施行年月日の記載）  
第４８条 起案者は、起案に基づき法人文書を施行したときは、文書管理シス

テムに施行した年月日（第４３条第２項ただし書の規定により同条第１項に

規定する日と異なる日を浄書文書に付した場合にあっては当該異なる日）を

記載する。  
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   第８章 法人文書の完結及び整理・保存  
 
 （完結）  
第４９条 法人文書の完結は、当該法人文書に係る事案の処理が終了したとき

に行わなければならない。ただし、当該事案について、さらに継続して照会、

回答その他文書の往復を要するときは、その最後の処理を終了したときとす

ることができる。  
２ 起案者は、起案文書が完結したときは、文書管理システムに完結した日を

記載する。  
３ 起案によらないで作成した法人文書（保存期間が１年以上のものに限る。) 

の完結年月日が、当該法人文書を作成した日と異なるときは、完結した年月 

日を当該法人文書に記載する。  
 
 （法人文書の保存方法）  
第５０条 文書管理者は、完結した法人文書について、保存期間が満了する日

まで、適正かつ確実に利用できる方法で保存しなければならない。  
２ 文書管理者は、前項の規定により法人文書を保存するときは、機器等の技 

術発展、記録媒体の耐用年数等に対応するため、同一又は他の種別の記録媒 

体への変換、ファイル形式の変更、定期的なバックアップ等の措置を講じな 

ければならない。  
３ 法人文書（保存期間が１年以上のものに限る。）を保存するときは、法人 

文書ファイル単位又は法人文書（単独で管理することが適当なものに限る。） 
 ごとに、管理が適切に行える場所に保存しなければならない。  
４ 前項に規定する管理が適切に行える場所は、次の各号に掲げるものについ 

ては、それぞれ当該各号に定める場所とする。  
 (１)文書及び図画 事務室及び書庫の書棚  
 (２)電磁的記録（電子情報に限る） 共用の保管庫（フレキシブルディス 

   ク等の場合に限る。）、ホストコンピュータで管理されている磁気媒体 

   又はサーバの共用部分  
５ 複数の法人文書をもって法人文書ファイルを設定した場合の保存期間は、 

当該法人文書のうち保存期間の満了する日が最も遅いものに合わせる。  
６ 同一の法人文書が複数存在する場合又は原本のほかに写しが法人文書とし

て存在する場合における正本又は原本として管理されているもの以外の法人 

文書の保存期間は、正本又は原本の保存期間より短い保存期間を設定するこ

とができる。  
７ 紙媒体の法人文書を法人文書ファイル単位で編集したときは、簿冊ごとに

文書保存簿（別記様式第７号）に完結年度、廃棄予定年度、保存期間等必要

な事項を記載し、当該法人文書と合わせて保管するとともに、その背表紙に

別記様式第８号により法人文書ファイル名等必要な事項を記載する。  
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 （法人文書ファイルの設定）  
第５１条 前条第３項に規定する法人文書ファイルの設定方法は、次に掲げる

方法のいずれかによる。  
 (１)内容（主題）別  
    法人文書の内容（主題）ごとにまとめる方法  
    （例：○○審議会議事録ファイル等）  
 (２)形式別  
    法人文書の内容や相手方と関係なくその形式をとらえてまとめる方法  
    （例：○○課例規ファイル、○○関係照会・回答ファイル等）  
 (３)様式・標題別  
    帳票類、伝票類等、法人文書の標題をそのままファイル名としてまと 

  める方法  
    （例：○○申請書ファイル、○○届出書ファイル等）  
 (４)案件（一件）別  
    許認可の申請から処分まで、工事の計画から完了までの法人文書等、 

  一つの案件に係る法人文書を順序立ててまとめる方法  
    （例：○○許可（認可）一件ファイル、○○訴訟一件ファイル等）  
 (５)相手方別  
    法人文書に係る提供者、提出先等ごとにまとめる方法  
    （例：法人台帳（特殊法人、事業者等）、国会提出・説明資料ファイ 

   ル等）  
 (６)時期別  
    同種の内容の法人文書を一定の期間ごとにまとめる方法  
    （例：○年○月相談案件ファイル、○年○月支払所ファイル等）  
 
 （法人文書の保存）  
第５２条 文書管理システムにより作成し、又は取得した電子文書は、文書管

理システムにより保存する。紙媒体の法人文書は、所管課において保存する。 
 
 （法人文書ファイル管理簿の作成等）  
第５３条 文書管理者は、法人文書ファイル及び法人文書の管理を適切に行う

ため、法人文書ファイル管理簿（別記様式第９号）を、パソコンを使用して

電磁的記録により作成しなければならない。  
２ 文書管理者は、副総括文書管理者の指示に従い、法人文書ファイル管理簿

について、毎年１回以上定期的に、又は時宜に応じて見直しを行わなければ

ならない。  
３ 文書管理者は、保存期間が満了した法人文書ファイル等について、国立公

文書館等に移管し、又は廃棄した場合は、当該法人文書ファイル等に関する

法人文書ファイル管理簿の記載を削除するとともに、その名称、移管日又は
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廃棄日等について、法人文書ファイル移管・廃棄簿（別記様式第１０号）に

記載しなければならない。  
 
 （文書管理者の異動に伴う引継手続）  
第５４条 文書管理者の異動があった場合における法人文書ファイル等の引継

手続は、次の各号に定めるところにより行うものとする。  
 (１) 前任の文書管理者は、少なくとも法人文書ファイル管理簿及び文書管

理状況の点検・監査結果を後任の文書管理者に引き継ぐ。  
 (２)  後任の文書管理者は、前任の文書管理者の立会いの下、管理している 

  法人文書ファイル等の保存場所等を法人文書ファイル管理簿と照合した 

  上で確認する。  
 
 （組織再編に伴う引継手続）  
第５４条の２ 組織の新設、改廃等に伴う法人文書ファイル等の引継手続は、

次の各号に定めるところにより行うものとする。  
 (１) 引継元の文書管理者は、次に掲げる手続を行う。  
   ① 引継ぎを行う業務に係る法人文書ファイル等、法人文書ファイル管

理簿、移管・廃棄簿及び文書管理状況の点検・監査結果について引継

先を整理する。  
   ② 引継先の文書管理者の立会いの下  、引き継ぐこととなる法人文書フ

ァイル等と法人文書ファイル管理簿の突合を実施する。  
   ③ ①で引継先を整理したもの及び②の突合結果を引継先の文書管理者

に引き渡す。  
 (２) 引継先の文書管理者は、次に掲げる手続を行う。   
   ① 前号③の引渡しが確実に行われていることを確認する。  
   ② 引継ぎを受けた法人文書ファイル等について、法人文書ファイル管

理簿の書誌情報（管理者、保存場所等）を更新するとともに、法人文

書ファイル等の背表紙の変更を実施する。  
   ③ 引継ぎを受けた旨を別記様式第１１号により総括文書管理者に報告

する。  
 
   第９章 法人文書の移管、廃棄及び保存期間の延長  
 
 （保存期間が満了した法人文書の取扱い）  
第５５条 保存期間が満了した法人文書は、保存期間を延長し、又は国立公文

書館等へ移管するものを除き、廃棄する。  
２ 前項に規定する処理は、法人文書ファイル単位又は法人文書ごとに行う。  
３ 保存期間が１年未満の法人文書については、当該法人文書が業務上必要な

ものとして利用されなくなったときに保存期間が満了したものとし、満了後

の処理については前２項の規定を適用する。  
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 （保存期間の延長）  
第５６条 文書管理者は、保存期間が満了した法人文書について、職務遂行上

必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長するこ

とができる。当該延長に係る保存期間が満了した後に、これを更に延長しよ

うとするときも同様とする。  
２ 前項の規定により保存期間を延長する場合における一定の期間は、当該法 

人文書の当初の保存期間以下の期間（保存期間が１年未満の法人文書にあっ

ては１年間）とする。  
３ 次の各号に掲げる法人文書については、保存期間が満了した後においても、 

その区分に応じてそれぞれ次の各号に定める期間が経過する日までの間、保 

存期間を延長する。この場合において、１の区分に該当する法人文書が他の

区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日ま

での間保存する。  
 (１) 現に監査、検査等の対象になっているもの  当該監査、検査等が終 

  了するまでの間  
 (２) 現に継続している訴訟における手続上の行為をするために必要とされ 

  るもの  当該訴訟が終結するまでの間  
 (３) 現に継続している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要 

  とされるもの  当該不服申し立てに対する裁決又は決定の日の翌日か 

  ら起算して１年間  
 (４) 開示請求があったもの  情報公開法第９条各項の決定の日の翌日か 

  ら起算して１年間  
４ 法人文書の保存期間を延長したときは、文書管理システムにおいては当該

法人文書ファイルに係る保存期間満了時期を修正し、紙媒体においては、当

該法人文書ファイルの背表紙等にその旨を記載するなどして、保存期間を延

長していることを明らかにしておかなければならない。  
 
 （国立公文書館等への移管）  
第５７条 文書管理者は、保存期間（延長された場合にあっては、延長後の保

存期間）が満了した法人文書について、政令等の定めにより移管とされてい

る場合は、総括文書管理者を経由して国立公文書館等に移管する。  
２ 文書管理者は、前項の規定により法人文書を国立公文書館等に移管すると

きは、総括文書管理者の承認を受けなければならない。  
３ 文書管理者は、前項の規定により総括文書管理者の承認を得た場合には、

当該移管する法人文書及び文書保存簿等を用いて作成した当該法人文書の目

録（以下「目録」という。）を総括文書管理者に提出する。  
 
 （法人文書の廃棄）  
第５８条 保存期間が満了した法人文書（保存期間が１年以上のものに限る。
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以下第６０条までにおいて同じ。）を廃棄するときは、目録を作成し、文書

管理者の承認を受けなければならない。  
 
 （廃棄方法）  
第５９条 前条の規定により法人文書を廃棄するときは、文書管理者が一括し

て廃棄する。ただし文書管理者が必要と認める場合はこの限りでない。  
２ 法人文書を廃棄するときは、煮つぶし、焼却その他適当と認められる方法 

により行う。  
 
 （法人文書の紛失）  
第６０条 保存する法人文書を紛失した者は、速やかに文書紛失届（別記様式

第１２号）を当該法人文書の文書管理者に提出しなければならない。  
２ 文書管理者は、前項の届出があったときは、副総括文書管理者及び総括文

書管理者に報告する。  
３ 保存する法人文書を紛失した者又は当該法人文書の所管課の長若しくは文

書管理者は、当該法人文書の写し等をもって復元に努めなければならない。  
４ 提出された紛失届は、紛失した法人文書に替えて、当該法人文書ファイル

に保存する。  
 
   第１０章 法人文書の閲覧等  
 
 （職員の法人文書の利用）  
第６１条 職員から保存する法人文書の利用の申込みがあったときは、当該職 

員に法人文書を閲覧させ、又は貸し出すことができる。  
２ 職員が他の所管課で保存する法人文書を閲覧し、又は貸出しを受けようと 

するときは、法人文書貸出（閲覧）票（別記様式第１３号）に必要な事項を 

記載して、文書管理者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、本 

部のサーバの共用部分に掲載される電子情報については、この限りでない。  
 
 （職員への貸出期間）  
第６２条 前条の法人文書の貸出期間は、１週間以内とする。ただし、当該法

人文書を主管する文書管理者が認めたときは、この限りでない。  
 
 （貸出文書等の取扱い）  
第６３条 職員は、閲覧し、又は貸出しを受けた法人文書を、切取り、つづり

かえ又は転貸してはならない。  
２ 貸出しを受けた法人文書は、施設外に持ち出してはならない。ただし、当 

該法人文書の文書管理者が認めたときは、この限りでない。  
 
 （貸出文書の返還）  
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第６４条 法人文書の貸出しを受けた職員は、次の各号に掲げる事由が生じた

ときは、速やかに当該法人文書を返還しなければならない。  
 (１) その必要がなくなったとき  
 (２) 貸出期間が終了したとき  
 (３) 職員でなくなったとき  
 (４) 休職を命じられたとき  
 (５) 長期にわたり出張し、休暇を取得し又は欠勤するとき  
 (６) 所管課の長又は文書管理者が返還を請求したとき  
 
 （職員以外の者の閲覧等）  
第６５条 公表その他の方法により国民に情報提供される法人文書について

は、何人に対しても閲覧させ、又は配布する。ただし、１人当たりの配布部

数を制限することができる。  
２ 前項の規定により国民に情報提供される法人文書の閲覧又は配布は、原則 

として所管課において行う。  
３ 前項の閲覧又は配布の対象となる法人文書は、パンフレット、ＰＲ資料、 

新聞発表資料その他国民一般に情報提供するために作成された法人文書とす

る。  
 
第６６条 前条の法人文書は、配布予定数に達した場合には配布を終了し、閲

覧又は写しの交付のみを行う。  
２ 前条の法人文書の情報提供を開始した日から１年を経過した場合は、情報 

公開法第４条第１項の規定に基づく開示請求手続により閲覧又は写しの交付 

を行う。ただし、配布を継続している場合は、この限りでない。  
 
   第１１章 点検・監査及び管理状況の報告等  
 
 （文書監査責任者）  
第６７条 機構に文書監査責任者１名を置く。  
２ 文書監査責任者は、監査室長をもって充てる。  
３ 文書監査責任者は、機構における法人文書の管理の状況について監査を行 

うものとする。  
 
 （点検・監査）  
第６８条 文書管理者は、自ら管理責任を有する法人文書の管理状況について、

少なくとも毎年度一回、点検を行い、その結果を副総括文書管理者に報告し

なければならない。  
２ 副総括文書管理者は、文書管理者から報告を受けた点検結果について、総

括文書管理者に報告しなければならない。  
３ 総括文書管理者は、副総括文書管理者から報告を受けた点検結果をとりま
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とめた上で文書監査責任者に報告する。  
４ 文書監査責任者は、法人文書の管理状況について、少なくとも毎年度一回、

監査を行い、その結果を総括文書管理者に報告する。  
５ 総括文書管理者は、点検又は監査の結果等を踏まえ、法人文書の管理につ

いて必要な措置を講じるものとする。  
 
 （紛失等への対応）  
第６９条 文書管理者は、法人文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかにな

った場合は、ただちに副総括文書管理者及び総括文書管理者に報告しなけれ

ばならない。  
２ 総括文書管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに被害の拡大防止

のための措置を講じなければならない。  
 
 （管理状況の報告等）  
第７０条 総括文書管理者は、機構における法人文書ファイル管理簿の記載状

況その他の法人文書の管理状況について、文書管理法第１２条第１項の規定

に基づき内閣府に報告するものとする。  
 
   第１２章 研修  
 
 （研修の実施）  
第７１条 総括文書管理者は、職員に対し、法人文書の管理を適正かつ効果的

に行うために必要な知識及び技能を習得させ、又は向上させるために必要な

研修を行うものとする。  
２ 総括文書管理者は、各職員が少なくとも毎年度一回、前項の研修を受けら

れる環境を提供しなければならない。  
３ 文書管理者は、第１項の研修について、各職員の受講状況を総括文書管理

者に報告しなければならない。  
 
 （研修への参加）  
第７２条 文書管理者は、総括文書管理者及び独立行政法人国立公文書館その

他の機関が実施する研修に職員を積極的に参加させなければならない。また、

職員は適切な時期に研修を受講しなければならない。  
 
   第１３章 秘密文書の取扱い  
 
 （秘密文書）  
第７３条 情報公開法第５条に規定する不開示情報に該当する可能性があると

認められる部分を含む法人文書のうち、特に秘密保全が必要であり、かつ、

関係職員以外の者に秘さなければならないもの（以下「秘密文書」という。）
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は、次の各号に規定する秘密保全の必要度に応じて、それぞれ当該各号に掲

げる文書に区分する。  
 (１)極秘文書 秘密保全の必要性が高く、その事案の漏えいが国の安全又 

  は利益に損害を与えるおそれのあるもの  
 (２)秘文書 極秘に次ぐ秘密であって、その事案が関係職員以外の者に秘 

  さなければならないもの  
 
 （秘密文書の指定）  
第７４条 秘密文書の指定は、極秘文書については総括文書管理者、秘文書に

ついては副総括文書管理者（以下「指定者」という。）が行う。  
２ 前項の指定は、慎重に行い、かつ、必要最小限にとどめなければならない。 
 
 （秘密文書の表示等）  
第７５条 前条の規定により指定された秘密文書は、極秘文書にあっては「極

秘」、秘文書にあっては「秘」の表示をするとともに、当該文書を秘密文書

として取り扱うことが必要な期間（以下「秘密取扱期間」という。）及び所

管課名の表示をする。この場合において、紙媒体の秘密文書については、別

記様式第１４号によるものとする。  
２ 秘密文書の配付先及び秘密取扱期間の決定は、当該文書について秘密文書 

の指定者が行う。  
３ 秘密文書を登録したときは、前２項に規定する極秘又は秘及び秘密取扱期 

間を文書原簿の記事欄に記載する。  
４ 指定者は、秘密取扱期間が経過する前に当該秘密取扱期間を変更する必要 

があると認めるときは、これを変更することができる。  
５ 指定者は、秘密取扱期間が経過する前に秘密文書としての取扱いをする必 

要がなくなったと認めるときは、秘密文書の指定を解除する。  
６ 指定者は、秘密取扱期間の変更又は秘密文書の指定の解除をしたときは、 

当該秘密文書の文書管理者及び配付先にその旨を通知する。  
７ 前３項の規定により通知を受けた文書管理者は、文書原簿の記事欄にその 

旨を記載する。  
 
 （秘密文書の決裁等）  
第７６条 秘密文書について決裁を受ける場合には、指定者の命を受けた者が

これを持ち回りすることにより行わなければならない。  
 
 （秘密文書の作成及び施行）  
第７７条 秘密文書の作成部数は、必要最小限にとどめなければならない。  
２ 同一の秘密文書を２部以上作成し施行する場合には、一連番号を付し、そ 

の配付先を明らかにしておかなければならない。  
３ 秘密文書を施行するときは、当該文書を封入し、受領印又は署名を徹して
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手渡しする等の方法により、秘密を保全し、かつ、確実に受け渡しをしなけ

ればならない。  
 
 （秘密文書の複製）  
第７８条 極秘文書の複製は、行ってはならない。  
２ 秘文書の複製は、指定者の承認を受けた部数に限り行うことができる。こ 

の場合において、複製された文書についても秘文書とみなす。  
 
 （秘密文書の保存及び廃棄）  
第７９条 秘密文書は、秘密の指定が解除されるまで、施錠のできる書庫その

他これと同程度の秘密保全上適当と認められる場所に、他の法人文書と区別

して保存しなければならない。  
２ 秘密文書を廃棄する場合には、煮つぶし、裁断、焼却その他復元不可能な 

方法により廃棄しなければならない。  
３ 秘密文書を電磁的記録で保存し、又は電磁的記録である秘密文書を廃棄す

るときは、前２項の規定に準じて取り扱う。  
 
 （他の機関の秘密文書の取扱い）  
第８０条 他機関より接受した法人文書であって、「極秘」又は「秘」の表示

がされているものは、この規則の定めるところにより秘密保全の取扱いを行

う。  
２ 前項の場合において、他機関の指定した秘密区分に疑義が生じたときは、 

速やかに、当該他機関と協議しなければならない。  
 
   第１４章 雑  則  
 
 （会計に関する法人文書の取扱いの特例）  
第８１条 会計に関する法人文書であって、この規則の規定により取り扱った

場合、事務処理に支障を生ずると認められるものについては、次に掲げると

ころにより取り扱う。  
 (１) 接受した法人文書を会計に関する帳簿に登載すること等によりその処 

   理を終了するものは、文書原簿への登録を省略することができる。  
 (２) 法令等の規定により起案用紙以外の用紙を用いて起案したものは、文 

   書原簿への登録、文書管理担当者の点検並びに文書管理者の決裁を省略 

   することができる。  
 (３) 浄書文書で整理番号を付したものは、文書記号及び文書番号の表示を 

   省略することができる。  
 (４) 浄書文書が伝票に類するものであるときは、契印の押印を省略するこ

とができる。  
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 （特別の定め）  
第８２条 機構が保有する法人文書のうち、法令等の規定により、分類、作成、

保存、廃棄その他の法人文書の管理に関する事項において特別の取扱いが必

要と認める法人文書については、当該法令等の定めるところに準じて取り扱

うことができる。  
 
 （法人文書の管理に関する細部事項）  
第８３条 この規則に定めるもののほか、法人文書の管理に関し必要な事項は、

理事長が別に定める。  
 
  附 則  
１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。  
２ この規則の施行の日前に「独立行政法人水産総合研究センター文書管理規

程（１４水研第６７０号）」の規定により接受し、又は起案した文書であっ

て、この規則の施行の際未だ施行されていないものについては、この規則の

施行後は、第３３条の規定による登録を行い、この規則の規定により起案し

た法人文書として取り扱うことができる。  
３ この規則の施行の際、現に保存されている文書に係る保存期間の起算につ 

いては、なお従前の例による。  
４ この規則の施行の際、現に使用している文書原簿等は、当分の間これを使

用する。  
 
  附 則［平成２３年９月１日付け２３水研本第 30829001 号］  
 この規則は、平成２３年９月１日から施行する。  
  附 則［平成２４年４月１日付け２４水研本第 40402006 号］  
 この規則は、平成２４年４月１日から施行する。  
  附 則［平成２５年１０月１日付け２５水研本第 50925001 号］  
 この規則は、平成２５年１０月１日から施行する。  

附 則［平成２６年４月１日付け２６水研本第 60326001 号］  
 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。  

附 則［平成２６年４月１日付け２６水研本第 60401024 号］  
 この規則は、平成２６年４月１日から施行する  

附 則［平成２７年４月１日付け２６水研本第 70325001 号］  
 この規則は、平成２７年４月１日から施行する  
  附 則［平成２８年４月１日付け２８水機本第 80401008 号］  
 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

附 則［平成２９年４月１日付け２８水機本第 90323001 号］  
 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

附 則［平成３０年４月１日付け２９水機本第 00327010 号］  
 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。  
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附 則［平成３０年１０月１日付け３０水機本第 18091901 号］  
 この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。  

附 則［令和元年１２月１２日付け元水機本第 19120602 号］  
 この規則は、令和２年１月１日から施行する。  

附 則［令和２年７月２０日付け２水機本第 20071502 号］  
 この規則は、令和２年７月２０日から施行する。  

附 則［令和３年３月２９日付け２水機本第 20032301 号］  
 この規則は、令和３年４月１日から施行する。  

附 則［令和３年１０月２９日付け３水機本第 21102901 号］  
 この規則は、令和３年１１月１日から施行する。  

附 則［令和４年４月１日付け４水機本第１４号］  
 この規則は、令和４年４月１日から施行する。  

附 則［令和６年３月２８日付け５水機本第１２０７号］  
 この規則は、令和６年４月１日から施行する。  
 



 

別表第１（第２条、第７条、第１１条関係）  

 

文書管理単位 文書管理者 文書記号 

本部 総務課長 水機本 

開発調査センター 開発業務課長 水機開 

水産資源研究所 

水産資源研究所札幌拠点 

水産資源研究所釧路拠点 

水産資源研究所塩釜拠点 

水産資源研究所新潟拠点 

業務推進課長 

業務推進チーム長 

業務推進チーム長 

業務推進チーム長 

管理チーム長 

水機資 

水資札 

水資釧 

水資塩 

水資新 

水産技術研究所 

水産技術研究所神栖拠点 

水産技術研究所南勢拠点 

水産技術研究所廿日市拠点 

業務推進課長 

業務推進チーム長 

業務推進チーム長 

業務推進チーム長 

水機技 

水技神 

水技南 

水技廿 

水産大学校 管理課長 水機大 

 



 
別表第２（第１６条関係） 
   法人文書保存期間基準 

 

保存期間 法人文書の区分 該当する法人文書の具体例 
無期限 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

１ 法人の重要な事項に係る
 意思決定を行うための決裁
 文書 

・基本的な計画の策定・変更・廃止の決裁文書 
・予算・組織・人員の基本的事項の決裁文書 
・業務方法書に関する決裁文書 

２ 不動産の管理に関する文 
 書、台帳等 
 

 

・土地・建物の登記に関する文書等 
・土地台帳等 
・不動産等の事務手続きに関する決裁文書 
・国有財産に関する決裁文書等 

３ 機構を当事者とする訴訟
 の判決書 

・判決書（正本） 

 

４ 公印の制定、改正又は廃 
 止を行うための決裁文書 

・公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書 

 

５ 試験研究及び調査の成果
に関する文書及びデータ等
で重要なもの 

・論文、研究報告書等の試験研究及び調査の成果に
関する文書及びデータ等で重要なもの 

 

６ 内部規程の制定又は改廃
に関する文書で重要なもの 

・内部規程の制定・改廃のための決裁文書 
・法人文書管理規則等 

常用（無期
限） 

 

１ 法人文書管理規則第５４
上第１項に規定する法人文書
ファイル管理簿 

・法人文書ファイル管理簿 
・契約職員雇用関係 
・ウェブサイト 

３０年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

１ 決裁文書の管理を行うた 
 めの帳簿 

 

・文書原簿、文書保存簿 
 

 

２ 行政機関等に提出する資
料に関する文書で重要なも
の 

・業務方針の説明等、重要事項の説明等に関するも
 の 

 

３ 人事に関する決裁文書の
 うち極めて重要なもの 

 

 

 

・人事異動の発令に関する決裁文書 
・昇給又は昇格に関する決裁文書 
・任免、分限、懲戒、職階に関する決裁文書 
・履歴補正に関する決裁文書 
・労働協約又は労働協定に関する決裁文書 
・災害補償に関する決裁文書 

４ 試験研究及び調査の成果
に関する文書及びデータ等 

・論文、研究報告書等の試験研究及び調査の成果に
関する文書及びデータ等 

５ 学生の累加記録に関する
文書 

 
 

 

 

・卒業・修了証書交付台帳 
・本科学籍簿 
・専攻科学籍簿 
・水産学研究科学籍簿 
・退学者学籍簿 
・除籍者学籍簿 
・学生の生活記録に関する文書 



 

 

 

 

 

 

 

６ 学生の資格申請、承認に
関する文書で重要なもの 

 

 

７ 上記に掲げるもののほ
か、理事長がこれらの法人
文書に準じた同程度の保存
期間が必要であると認めた
もの 

・知的所有権に関する決裁文書 

 

 

 

２０年 

 

 

１ 法人文書ファイル等の移
管又は廃棄の状況が記録され
た帳簿 

・法人文書ファイル移管・廃棄簿 
 

 

１０年 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

１ 栄典又は表彰を行うため
 の決裁文書 

 

・名誉教授の授与に関する文書 
・叙勲、褒章又は各種表彰に関する文書 
 

 

２ 役員の命免に関する決裁 
 文書 

 

 

３ 教授会に関する文書で重
要なもの 

・教授会議事録 

 

４ １から３までに掲げるも 
 ののほか、理事長がこれら 
 の法人文書と同程度の保存 
 期間が必要であると認める 
 もの（３０年保存に該当す 
 るものを除く。） 

・財務諸表 
・総勘定元帳 
・各種手当認定簿 

 

 

 

７年 
 

 

１ 扶養控除等申告書等源泉
 徴収関係書類 

 

・給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 
・給与所得者の配偶者控除申告書 
・給与所得者の保険料控除申告書 

５年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 法律又はこれに基づく命 
 令により作成すべきものと 
 される事務及び事業の基本 
 計画書若しくは年度計画書 
 又はこれらに基づく実績報 
 告書 

 

・業務の方針・計画書 
・業務の実績報告書 
 
 

 

 

２ 業務実施等をするための 
 決裁文書であって、当該決 
 裁に係る業務実施等が５年 
 間継続するもの（３０年保 
 存又は１０年保存に該当す 
 るものを除く。） 

・有効期間が５年間にわたり実施する業務に係る決
 裁文書 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 試験研究等に関する決裁
 文書のうち重要なもの 
 
 
 

 

 

・水産業関係試験研究推進会議に関する決裁文書 
・機関評価会議に関する決裁文書 
・受託研究に関する決裁文書 
・委託研究に関する決裁文書 
・運営費交付金プロジェクト研究に関する決裁文書 
・試験研究等に関する許可申請に関する決裁文書 

 

４ 試験研究等に係る交流及
 び技術協力、開発調査等に
 関する決裁文書のうち重要
 なもの 

 

 

 

・研究交流に関する決裁文書 
・共同研究に関する決裁文書 
・競争的資金に関する決裁文書 
・科学技術特別研究員に関する決裁文書 
・重点支援研究員に関する決裁文書 
・外国人特別研究員に関する決裁文書 
・長期在外研究員に関する決裁文書 
・連携大学院に関する決裁文書 
・科学オブザーバーに関する決裁文書 

５ １から４までに掲げるも 
 ののほか、所管業務に係る 
 意思決定を行うための決裁 
 文書（３０年保存、１０年 
 保存、３年保存又は１年保 
 存に該当するものを除   
 く。） 

・補助事業実績報告書 
 
 
 

 

 

６ 会計規程（１３水研第９
 号）等に規定する会計に関
 する書類（財務諸表、総勘
 定元帳を除く） 

 

 

 

 

 

・請求書、領収書、契約書等 
・帳簿等 
・旅費に関する決裁文書 
・口座振込申出書 
・物品管理簿 
・委託物品管理簿 
・受託物品管理簿 
・棚卸資産管理簿 
・物品の管理換に関する決裁文書 
・物品の不用決定、売払、貸付等に関する決裁文書 
・物品の亡失に関する決裁文書 
・現金出納簿及び現金出納に関する決裁文書 

 

７ 取得した文書の管理を行 
 うための帳簿 

 

 
 

 

８ 職員の勤務の状況が記録
 されたもの（３年保存に該
 当するものを除く。） 

 

 

 

 

・出勤簿 
・勤務時間報告書 
・代休日指定簿 
・勤務時間申告・割振り簿 
・振替等通知簿 
・欠勤届 
・基準給与簿、職員別給与簿 
・源泉徴収票 
・勤務状況報告書 
・時間外勤務等命令簿 
・標準報酬に関する決裁文書 
・契約職員の雇用・退職に関する決裁文書 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 学生の資格申請、承認に
 関する文書（30年保存に該
 当するものを除く。） 

・大学評価・学位授与機構に関する文書 
・学士・修士の申請及び報告に関する文書 

 

１０ 教務の記録に関する文
 書で重要なもの 

 

・本科、研究科及び聴講生の試験に関する文書 
・既修得単位に関する文書 
・水産学研究科議事録 

１１ 学生の在学中の記録に
 関する文書で重要なもの 

・学生の休学・退学・復学等に関する文書 
・卒業生の進路状況に関する文書 

１２ 学生の厚生に関する文
  書（３年保存に該当する
  ものを除く） 

・学生健康診断に関する文書 

１３ 学生寮に関する文書で
 重要なもの 

・寄宿料債権に関する文書 

 

１４ １から１３までに掲げ
 るもののほか、理事長がこ
 れらの法人文書と同程度の
 保存期間が必要であると認
 めるもの（３０年保存又は
 １０年保存に該当するもの
 を除く。） 

 

 

 

 

 

 

・旧姓使用に関する決裁文書 
・雇用保険に関する決裁文書 
・各種証明書の発行に関する決裁文書 
・贈与等報告書及び贈与に関する決裁文書 
・情報公開に関する決裁文書 
・財産形成貯蓄に関する決裁文書 
・庁中取締に関する決裁文書 
・委員の委嘱に関する決裁文書 
・外国出張に関する決裁文書 
・郵便切手受払簿 
・郵便料金表示記録簿 
・後納郵便受払簿、後納郵便物差出票 
・職員厚生費受払簿及び職員厚生費に関する決裁文
 書 
・検査職員又は監督職員等の任命に関する決裁文書 
・航海日誌、レーダー日誌、機関日誌、無線業務日
 誌 
・航海日当食卓料に関する決裁文書 
・海員名簿 

３年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 業務実施等をするための 
 決裁文書であって、当該決 
 裁に係る業務実施等が３年 
 間継続するもの（３０年保 
 存、１０年保存又は５年保 
 存に該当するものを除く） 

・有効期間が３年以上５年未満の期間にわたり実施
 する業務に係る決裁文書 
 
 
 

 

２ 所管業務上の定型的な事 
 務に係る意思決定を行うた 
 めの決裁文書（１年保存に 
 該当するものを除く。） 

・研修実施計画 
・共済組合の申請、届出及び報告に関する決裁文書 
・宿舎の入退去に関する決裁文書 

 

３ 所管業務に係る方策の決
定又は遂行上参考とした事
項が記録されたもの 

 

・予算要求説明資料 
・業務上の参考としたデータ 
・業務運営上の懇談会等の検討結果 

 

４ 職員の勤務の状況が記録 
 されたもの（５年保存に該

・兼業の申請・承認に関する決裁文書 
・退職手当の支給に関する決裁文書 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当するものを除く。） 

 

 

 

 

・役職員の出張に関する決裁文書 
・営利企業への就職の申請・承認に関する決裁文書 
・出張伺い 
・復命書 
・外勤命令簿 
・休暇簿 
・乗船許可申請書 

５ 教務の記録に関する文書
 （５年保存に該当するもの
 を除く。） 

 
 

 

６ 学生の在学中の記録に関
 する文書（５年保存に該当
 するものを除く。） 

 
 

 

７ 学生の厚生に関する文書
（５年保存に該当するもの
を除く。） 

 

 

 
・ＪＲ学割・定期券に関する文書 
・医務室に関する文書 
・学生相談室に関する文書 

８ 学生の就職に関する文書 
 

９ 学生寮に関する文書（５
 年保存に該当するものを除
 く。） 

 
 

 

１０ １から９までに掲げる
 もののほか、理事長がこれ
 らの法人文書と同程度の保
 存期間が必要であると認め
 るもの（３０年保存、１０
 年保存又は５年保存に該当
 するものを除く。） 

 

 

 

・行政機関等からの資料要求に関する決裁文書 
・各種所内委員会に関する決裁文書 
・農林水産研究計算センターの利用に関する決裁文
 書 
・書留等接受簿 
・研修に関する決裁文書 
・研究企画支援システムに関する決裁文書 
・住宅事情調査に関する決裁文書 
・図書に関する決裁文書 
・倫理に関する決裁文書 
・グリーン購入法に関する決裁文書 
・取材報告書及び広報に関する決裁文書 

１年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 業務実施等をするための 
 決裁文書（３０年保存、１ 
 ０年保存、５年保存又は３ 
 年保存に該当するものを除 
 く。） 

・有効期間が１年未満にわたり実施する業務に係る
 決裁文書 
 
 

 

２ 所管業務上の軽易な事項 
 に係る意思決定を行うため 
 の決裁文書 

・式辞、祝辞 
・電報の発信に関する決裁文書 

 

３ 陳情、要望等に関する決 
 裁文書 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

４ 庶務に係る事項が記録さ 
 れているものであって、所 
 定の手続により作成又は取 
 得することとされているも 
 の 

・物品請求書 
・自動車の運行管理に関する文書（自動車運行命 
 令、運転報告書、運転者台帳、車歴簿等） 

 

 

５ 所管業務に係る確認を行 
 うための決裁文書（３０年 
 保存、１０年保存、５年保 
 存又は３年保存に該当する 
 ものを除く。） 

 

 

・届出書 
・地方連絡会議資料 
・文献複写申込書 
・航海予定表、航海実態表、航海報告書 
・月報（燃料消費、機関運転時間等） 
・船舶予備員の派遣に関する決裁文書 
・乗下船確認書 

事務処理上
必要な１年
未満の期間 

その他の法人文書 

 

 

・週間、月間予定表 
・随時発生し、短期に廃棄するもの 
・１年以上の保存を要しないもの 

（注）１ 上記の保存期間は、最低保存期間の基準であり、必要に応じて延長することを妨げるもの
ではない。 

２ 法律及びこれに基づく命令の規定又は内部規定により、法人文書文書の保存期間について
特別の定めが設けられている場合にあっては、当該事項については、当該法律及びこれに基
づく命令又は内部規定の定めるところによるものとする。 

 
 



別表第３（第３４条関係） 
 
ア 決裁者：理事長  
事項番号 事    項 
     １ 理事の任命及び解任に関する事項 
     ２ 独立行政法人通則法第２５条に基づく代理人の選任に関する事項 
     ３ 業務方法書の策定及び変更に関する事項 
     ４ 中長期計画の策定及び変更に関する事項 
     ５ 年度計画の策定及び変更に関する事項 
     ６ 業務の実績の報告及び農林水産大臣の評価に関する事項 
     ７ 中長期目標に係る事業報告に関する事項 
     ８ 財務諸表及び決算報告書に関する事項 
     ９ 会計監査人の監査に関する事項 
   １０ 利益及び損失の処理に関する事項 
   １１ 短期借入金に関する事項 
   １２ 重要な財産の処分等に関する事項 
   １３ 役員の給与の決定に関する事項 
   １４ 役員の兼業の承認に関する事項 
   １５ 役員の営利企業への就職の承認申請に関する事項 
   １６ 規程、規則及び要領の制定及び改廃に関する事項 
   １７ 理事の職務の例外に関する事項 
   １８ 監事監査に関する事項 
   １９ 役員及び職員の期末手当等の支給の一時差止めに関する事項 
   ２０ 役員及び職員（契約職員を含む。）の退職手当の支給の一時差止めに関する事項 
   ２１ 表彰（永年勤続表彰を除く。）をする者の決定に関する事項 
   ２２ 職員の分限及び懲戒に関する事項（懲戒処分案の審査に関する事項を除く。） 
   ２３ 弁償責任の決定及び弁償命令に関する事項 
   ２４ 
 

不動産（土地、建物、船舶、特許権等の機構不動産管理規程第４条に規定する不動
産）の取得、除却その他管理に関する事項で重要な事項 

   ２５ 物品の管理に関する事項で重要な事項 
   ２６ 
 

高額な用船及び調査研究機器の調達等（会計規程第４１条の規定に基づく理事長の
事前承認を要するもの）に関する事項 

   ２７ 国際機関等からの経費保証による在外研究の承認に関する事項 
   ２８ 理事会の議事録に関する事項 
   ２９ 機構機関評価委員会に関する事項 
   ３０ 訴訟に関する事項 
   ３１ 内部監査に関する事項 
   ３２ 役職員の海外派遣の承認に関する事項 （水産大学校の職員を除く。） 
   ３３ 
 

職員（機構契約職員就業規則第２条第５号に規定する契約職員を含む。）の任免に
関する事項（あらかじめ指定された軽微な任免に関する事項を除く。） 

   ３４ 
 

機構契約職員就業規則第２条第１号に規定する契約職員の任免又は任免（雇用）の
承認に関する事項 

   ３５ 予算実施計画及び収支計画に関する事項 
   ３６ 職員の勤勉手当の成績率に関する事項 
   ３７ フェロー称号授与に関する事項 
   ３８ 環境報告書に関する事項 
   ３９ シンボルマークの利用許可に関する事項 
   ４０ 
 

大学との包括連携協定及び教育研究指導等協力協定に関する事項（協定に基づく教
員の委嘱に関する事項を除く。） 

   ４１ 排他的経済水域入域調査に係る試験・研究承認申請及び報告に関する事項 
   ４２ 開発事業実証プロジェクトの課題及び予算額の決定に関する事項 
   ４３ 知的財産管理に関する事項 
   ４４ 上記に掲げるもののほか、機構の業務の運営上重要な事項 



 
イ 決裁者：理事（経営企画・ＰＭＯ担当） 
事項番号 事    項 
     １ 役員及び職員（契約職員を含む。）の災害補償の実施に関する事項 
     ２ 職員の営利企業への就職の承認申請に関する事項 
     ３ 労働関係に関する事項 
     ４ 職員の勤務時間に係る別段の定めの承認に関する事項 
     ５ 職員の兼業の許可に関する事項 
     ６ 理事長が特に必要と認める職務専念義務の免除に係る承認に関する事項 
     ７ 宿舎の設置要求等に関する事項 
     ８ 契約職員に係る賃金単価の特例その他の承認に関する事項 
     ９ 職員の給与に関する事項 
   １０ 永年勤続表彰に関する事項 
   １１ 感謝状授与に関する事項 
   １２ 研修に関し理事長が行うべき事項 
   １３ 豪雪に係る寒冷地手当に関する事項 
   １４ 寒冷地手当に係る特別の取扱いに関する事項 
   １５ 給与の２回払いの承認に関する事項 
   １６ 船舶職員の乗下船及び併任に関する事項 
   １７ 機構の後援名義使用の承認に関する事項（他の役員が決裁を行うものを除く。） 
   １８ 大学との包括連携協定又は教育研究指導等協力協定に基づく教員の委嘱に関する事項 
   １９ 機構主催の会議に関する事項（他の役員が決裁を行うものを除く。） 
   ２０ 機構の共催に関する事項（他の役員が決裁を行うものを除く。） 
   ２１ 本部に所属する職員の各種委員の就任に関する事項 

２２ PMO に関する事項  
２３ 

 
上記に掲げるもののほか、理事長が決裁を行うもの以外のもので、担当職務に係る重
要な事項 

 



 
ウ 決裁者：理事（総務・財務担当）  
事項番号 事    項 
     １ 法人の登記に関する事項 
     ２ 不動産等の登記又は登録に関する事項 
     ３ 本部に在勤する役職員の要請出張の諾否等に関する事項 
     ４ 区分経理における共通経費の配賦基準に関する事項 
     ５ 寄附の承認に関する事項 
     ６ 物品の管理に関する事項（理事長が決裁を行うものを除く。） 
     ７ 不動産の滅失及びき損の報告に関する事項 
     ８ 不動産の管理に関する事項（理事長が決裁を行うものを除く。） 
     ９ 特定調達に係る苦情の処理の報告に関する事項 
   １０ 旅費の調整に関する事項 
   １１ 環境物品の調達及び環境に配慮した契約の実績及びその公表に関する事項 
   １２ 
 

障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針及び調達の実績並びに
その公表に関する事項 

   １３ 中小企業者に関する契約の方針及び公表に関する事項 
   １４ 損害保険（船舶保険）に係る保険仲立人の公募に関する事項 
   １５ 船舶保安統括者及び船舶保安管理者の選任、解任及び届出書に関する事項 
   １６ 
 

研究所に係る港湾法、海岸法、道路法、河川法、漁港漁場整備法に基づく占用許可申
請に関する事項 

   １７ 月次決算の承認に関する事項 
   １８ 運営費交付金、施設整備費補助金及び船舶建造費補助金の交付申請に関する事項 
   １９ 償却資産の指定の申請に関する事項 
   ２０ 複数年契約の締結の承認に関する事項 
   ２１ 総合評価落札方式による一般競争入札の承認に関する事項 
   ２２ 用船料算定基準に関する事項 
   ２３ 有資格者の指名停止に関する事項 
   ２４ 会議費の支出の特例の承認に関する事項 
   ２５ 
 

情報公開に係る開示決定及び異議申立てに関する事項 

   ２６ 
 

上記に掲げるもののほか、理事長が決裁を行うもの以外のもので、担当職務に係る重
要な事項 

 



 
エ 決裁者：理事（研究戦略・水産技術・人材育成担当）  
事項番号 事    項 
     １ 委託事業及び補助事業への応募に関する事項（他の役員が決裁を行うものを除く。） 
     ２ 競争的資金への応募に関する事項（他の役員が決裁を行うものを除く。） 
     ３ 試験研究事業等（機構法第１２条第１項第１号～第４号に掲げる業務をいう。以下同

じ。）に係る会議に関する事項 
     ４ 試験研究事業等に係る機構の共催に関する事項 
     ５ 運営費交付金による海外出張、国際共同研究、国際シンポジウム・ワークショップ審

査委員会に関する事項 
     ６ 依頼研究員及び研修生の受入に関する事項（一の研究所に係るものを除く。） 
     ７ 試験研究事業費に係る機構の後援名義使用の承認に関する事項 
     ８ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく届出等に関する事項 
     ９ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づく許可、届出等に関す

る事項 
   １０ 教育研究事業に係る水産大学校の後援名義使用の承認に関する事項 
   １１ 上記に掲げるもののほか、理事長又は理事（水産大学校代表）が決裁を行うもの以外

のもので、担当職務に係る重要な事項 
 



オ 決裁者：理事（水産資源担当）  
事項番号 事    項 
     １ 水産資源研究に係る委託事業及び補助事業への応募に関する事項 
     ２ 水産資源研究に係る競争的資金への応募に関する事項 
     ３ 上記に掲げるもののほか、理事長が決裁を行うもの以外のもので、担当職務に係る重

要な事項 
 



 
カ 決裁者：理事（水産大学校代表） 
事項番号 事    項 
     １ 水産大学校の職員の海外派遣の承認に関する事項 
     ２ 水産大学校の職員の兼業の許可に関する事項 
     ３ 水産大学校に置く役員及び水産大学校職員の要請出張の許諾等に関する事項 
     ４ 
 

水産大学校における船舶保安統括者及び船舶保安管理者の選任、解任及び届出書に
関する事項 

     ５ 水産大学校に係る共同調査に関する事項 
     ６ 水産大学校の教学に関する事項で重要なもの 
     ７ 教育職員（教授、准教授、講師及び助教）の選考に関する事項 
     ８ 水産大学校の管理する船舶に係る船舶安全法に基づく申請等に関する事項 
     ９ 水産大学校の管理する船舶に係る漁船法に基づく申請等に関する事項 
   １０ その他水産大学校の管理する船舶に係る各種法令等に基づく申請等に関する事項 
   １１ 水産大学校に係る電波法に基づく申請等に関する事項 
   １２ 
 

その他水産大学校の管理する車両に係る各種法令等に基づく書面の提出に関する事
項 

   １３ 水産大学校の学位の授与に関する重要なもの 
   １４ 船舶職員養成確保修学資金に係る補助金に関する事項 
   １５ 水産大学校が行う委託事業及び補助事業に関する事項 
   １６ 水産大学校が行う競争的資金に関する事項 
   １７ 教育研究事業に係る会議に関する事項 
   １８ 教育研究事業に係る水産大学校の共催に関する事項 
   １９ 教育研究事業に係る漁業法に基づく申請等に関する事項 
   ２０ 
 

上記に掲げるもののほか、理事長が決裁を行うもの以外のもので、水産大学校の業
務の運営上重要な事項 

 



 
キ 決裁者：理事（さけます・開発調査担当） 
事項番号 事    項 
     １ さけます事業及び開発調査事業に係る機構の後援名義使用の承認に関する事項 
     ２ さけます事業及び開発調査事業に係る会議に関する事項 
     ３ さけます事業及び開発調査事業に係る機構の共催に関する事項 
     ４ さけます事業及び開発調査事業に係る漁業法に基づく申請等に関する事項 
     ５ さけます事業及び開発調査事業に係る漁業の許可及び取締り等に関する省令に基づく

報告等に関する事項 
     ６ 開発調査事業に係る共同調査に関する事項 
     ７ 開発調査事業に係る用船の用船契約終了に伴う感謝状の授与に関する事項 
     ８ 国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査推進会議の委員及び技術顧問の委嘱に

関する事項 
     ９ 開発調査事業による国外陸揚げ等報告書に関する事項 
   １０ 
 

上記に掲げるもののほか、理事長が決裁を行うもの以外のもので、担当職務に係る重
要な事項 

 



 
ク 決裁者：経営企画部長  
事項番号 事    項 
     １ 本部の役職員の農林水産研究情報センター利用申請に関する事項 
     ２ 上記に掲げるもののほか、役員が決裁を行うもの以外のもので、所掌業務に係る事項 

 



 
ケ 決裁者：総務部長  
事項番号 事    項 
     １ 所得税法、消費税及び地方税法に係る申告及び届出等に関する事項 
     ２ 
 

本部、開発調査センターに在勤する役職員についての国家公務員等共済組合法に係る
届出、申請、共済組合員証交付等に関する事項 

     ３ 本部、開発調査センターの契約職員についての健康保険法に係る届出等に関する事項 
     ４ 
 

本部、開発調査センターの契約職員についての厚生年金保険法に係る届出等に関する
事項 

     ５ 
 

本部、開発調査センターに在勤する職員及び契約職員についての雇用保険法に係る届
出等に関する事項 

     ６ 本部、開発調査センターの農林水産省共済組合保健事業の報告に関する事項 
     ７ 役職員に係る年金加入証明等各種の証明に関する事項 
     ８ 慶弔電報の発信に関する事項 
     ９ 役職員の標準報酬に係る届出等に関する事項 
   １０ 船舶予備員の派遣に関する事項 
   １１ 宿舎に係る届出等に関する事項（各研究所の長が所掌する事項を除く。） 
   １２ 本部並びに複数の研究所の職員に係る無報酬兼業の承認に関する事項 
   １３ 動態統計調査の回答に関する事項 
   １４ 会計検査院への計算証明に関する事項 
   １５ 職員の船員保険法に基づく各種申請及び届出に関する事項 
   １６ 有資格者名簿作成に係る契約競争参加者等資格審査に関する事項 
   １７ 損害保険（船舶保険）に係る保険仲立人の解任に関する事項 
   １８ 上記に掲げるもののほか、役員が決裁を行うもの以外のもので、所掌業務に係る事項 

 



コ 決裁者：研究戦略部長 
事項番号 事    項 
    １ 競争的資金に係る報告等に関する事項（応募に関する事項を除く。） 
    ２ 試験研究事業（機構法第１２条第１項第１号、第２号及び第３号に掲げる業務をいう。）

の委託事業に係る報告等に関する事項 
    ３ 研究開発等の受託、補助事業等に関する事項（応募に関する事項を除く。） 
    ４ 研究開発等の委託に関する事項 
    ５ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づく申請等に関する

事項 
    ６ 上記に掲げるもののほか、役員が決裁を行うもの以外のもので、所掌業務に係る事項 

 



サ 決裁者：研究所長 
事項番号 事    項 
     １ 
  

研究所の管理する船舶に係る小型船舶の登録に関する法律に基づく申請等に関する事
項 

     ２ 研究所の管理する船舶に係る船舶安全法に基づく申請等に関する事項 
     ３ 研究所の管理する船舶に係る漁船法に基づく申請等に関する事項 
     ４ その他研究所の管理する船舶に係る各種法令等に基づく申請等に関する事項 
     ５ 研究所に係る電波法に基づく申請等に関する事項 
     ６ 研究所の管理する車両に係る道路運送車両法に基づく申請等に関する事項 
     ７ 研究所の管理する車両に係る自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく書面の

提出に関する事項 
     ８ その他研究所の管理する車両に係る各種法令等に基づく書面の提出に関する事項 
     ９ 研究所に係る港湾法、海岸法、道路法、河川法、漁港漁場整備法に基づく占用許可申

請に関する事項（通常の更新又は軽微なものに限る。） 
   １０ 研究所が所管する施設に係る各種法令等に基づく各種届出等に関する事項（他の役員

又は本部部長が所掌する事項を除く。） 
   １１ 試験研究事業に係る漁業法に基づく申請等に関する事項 
   １２ 
 

上記に掲げるもののほか、理事長が決裁を行うもの以外のもので、担当職務に係る重 
要な事項 

 



 
シ 決裁者：開発調査センター所長  
事項番号 事    項 
     １ 開発調査事業に係る研究員等の乗船依頼に関する事項 
     ２ 開発調査事業の委託事業に係る報告等に関する事項 
     ３ 開発調査センター職員に係る無報酬兼業の承認に関する事項 
     ４ 開発事業実証プロジェクトに関する事項（理事長が決裁を行うものを除く。） 
     ５ 上記に掲げるもののほか、役員及び本部部長が決裁を行うもの以外のもので、所掌業

務に係る事項 
 



 
ス 決裁者：水産大学校校長 
事項番号 事    項 
     １ 水産大学校の学生の募集、入学、指導、福利厚生、資格、卒業及び就職に関する事項 
     ２ 
 

水産大学校の教育課程、授業及び学位の授与に関する事項（理事（水産大学校代表）
が決裁を行うものを除く。） 

     ３ 水産大学校の学籍・学業成績の記録、保管及び証明に関する事項 
     ４ 学生団体、学生ボランティア及び学生寮に関する事項 
     ５ 奨学生及び奨学金に関する事項 
     ６ 
 

上記に掲げるもののほか、水産大学校の教学に関する事項（理事（水産大学校代表）
が決裁を行うものを除く。） 

 



 
セ 決裁者：校務部長  
事項番号 事    項 
     １ 
 

水産大学校の管理する船舶に係る小型船舶の登録に関する法律に基づく申請等に関す
る事項 

     ２ 水産大学校の管理する車両に係る道路運送車両法に基づく申請等に関する事項 
     ３ 
 

水産大学校の管理する車両に係る自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく書
面の提出に関する事項 

     ４ 
 

水産大学校に係る港湾法、海岸法、道路法、河川法、漁港漁場整備法に基づく占用許
可申請に関する事項（通常の更新又は軽微なものに限る。） 

     ５ 
 

水産大学校が所管する施設に係る各種法令等に基づく各種届出等に関する事項（役員
及び本部部長が所掌する事項を除く。） 

     ６ 
 

水産大学校の管理する不動産の取得に関する事項（建物附属設備及び構築物で概算額
が５００万円未満のものに限る。） 

     ７ 
 
 

水産大学校の管理する不動産の処分に関する事項（建物附属設備、構築物、機械及び
装置であり、譲渡又は担保に供しようとする以外の処分を行う場合で、耐用年数が満
了し、かつ帳簿価額が５０万円未満のものに限る。） 

     ８ 
 

上記に掲げるもののほか、役員及び本部部長が決裁を行うもの以外のもので、所掌業
務に係る事項 

 
 



 
ソ 決裁者：管理部門長  
事項番号 事    項 
     １ 
 

研究所において管理する車両に係る道路運送車両法に基づく申請等に関する事項（拠
点長に再委任する事項を除く。） 

     ２ 
 

研究所において管理する車両に係る自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく
書面の提出に関する事項（拠点長に再委任する事項を除く。） 

     ３ 
 

その他研究所において管理する車両に係る各種法令等に基づく書面の提出に関する事
項（拠点長に再委任する事項を除く。） 

     ４ 
 

研究所において管理する施設に係る各種法令等に基づく各種届出等に関する事項（軽
微なものに限り、拠点長に再委任する事項を除く。） 

     ５ 
 

上記に掲げるもののほか、役員及び本部部長が決裁を行うもの以外のもので、所掌業
務に係る事項 



 
タ 決裁者：各拠点の長  
事項番号 事    項 
     １ 
 

各拠点において管理する船舶に係る小型船舶の登録に関する法律に基づく申請等に関
する事項 

     ２ 各拠点において管理する船舶に係る船舶安全法に基づく申請等に関する事項 
     ３ 各拠点において管理する船舶に係る漁船法に基づく申請等に関する事項 
     ４ その他各拠点において管理する船舶に係る各種法令等に基づく申請等に関する事項 
     ５ 各拠点に係る電波法に基づく申請等に関する事項 
     ６ 各拠点において管理する車両に係る道路運送車両法に基づく申請等に関する事項 
     ７ 
 

各拠点において管理する車両に係る自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく
書面の提出に関する事項 

     ８ 
 

その他各拠点において管理する車両に係る各種法令等に基づく書面の提出に関する事
項 

     ９ 
 

各拠点に係る港湾法、海岸法、道路法、河川法、漁港漁場整備法に基づく占用許可申
請に関する事項（通常の更新又は軽微なものに限る。） 

   １０ 
 

各拠点において所管する施設に係る各種法令等に基づく各種届出等に関する事項（他
の役員又は本部部長が所掌する事項を除く。） 

   １１ 
 

各拠点において管理する不動産の取得に関する事項（建物附属設備及び構築物で概算
額が５００万円未満のものに限る。） 

   １２ 
 

各拠点において管理する不動産の処分に関する事項（建物附属設備、構築物、機械及
び装置であり、譲渡又は担保に供しようとする以外の処分を行う場合で、耐用年数が
満了し、かつ帳簿価額が５０万円未満のものに限る。） 

   １３ 
 

上記に掲げるもののほか、役員及び本部部長が決裁を行うもの以外のもので、所掌業
務に係る事項 

 



別表第４（第３７条関係） 
 

決裁権者 代決権者 

 理事長  理事（経営企画・ＰＭＯ担当） 

 理事（経営企画・ＰＭＯ担当）   本部の所管部長  
 理事（総務・財務担当）  本部の所管部長 

 理事 (研究戦略・水産技術・人材育成担当）  本部の所管部長（所管業務に限る。） 
水産技術研究所長（所管業務に限る。） 
水産大学校の所管部長（所管業務に限る。） 
 

 理事 (水産資源担当）  水産資源研究所長（所管業務に限る） 
 理事（水産大学校代表）  水産大学校の所管部長 

  理事（さけます・開発調査担当） 
 

 

 水産資源研究所長（所管業務に限る。） 
開発調査センター所長（所管業務に限る。） 

 経営企画部長  次長 

 総務部長  次長 

 研究戦略部長  次長 
 開発調査センター所長  副所長 

  各研究所の所長  管理部門長 
  各拠点の拠点長  管理チーム長 

 水産大学校校長  

 

所管部長 
 所管学科長 

 



別記様式第１号（第１０条第１項第１号関係） 

   文書原簿（Ａ４判） 

 

文書番号 決裁年月日 接受/起案 

年月日 

差出人 

（発議） 

接受文書の 

文書番号 

件 名 施行日 行先  記 事 完結年月日 保存期間 所管課 共有区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

別記様式第２号（第１０条第１項第２号関係） 

   書留等接受簿（Ａ４判） 

 

接受年月日 種 別 あ て 名 書留番号 文書番号 差  出  人 受 領 者 備 考 

月 日 印 

            



別記様式第３号（第１４条第１項関係） 
    法人文書分類基準表 
 

文 書 分 類 標 準 法 人 文 書 

    フ ァ イ ル 名 

保存期間 備      考 

大分類 中分類 小分類 

      

 

 
                         
 
別記様式第４号（第４４条関係） 
    契印 
 
 
                         
                      30mm   
                             
 
 
             20mm                                               
 
    備考 契印には、「契」の字を適宜の書体により入れる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別記様式第５号（第４７条第２号イ関係） 
    文書使送票 

 

 
 
                                                                Ｎｏ．        
 

 文  書  使  送  票  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     年  月  日 国立研究開発法人水産研究・教育機構 所管           課 

 
文 書 管 

理 担 当 

者    

 使 送 人 

 

  理 由 

 
 

受   領   証 
 
 
 下記の文書を、                 に代わり受領いたしました。 
 
     年  月  日 
 
    所  属（住所） 
                 氏  名                   

 

  文書番号 

 

 あて先 

 

 発行者 

 

 

 

 

 

 
件   名 

 
 備  考 

 

  

 



別記様式第６号（第４７条第２号イ関係） 
    文書使送表 

 

                                                              Ｎｏ．      
 

 文  書  使  送  表  

      年  月  日 国立研究開発法人水産研究・教育機構 所管           課 

 
 

文 書 管 
理 担 当 
者      

 

 

  
使送人 

 

 

 

 
  
理 由 

                                            

 受   領   証 
 
  下記の文書を受領いたしました。 
 

 文書番号  発 行 者 
 

  件 名 

 

あ て 先 受領年月日 受領者所属(住所) 受領者氏名 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  
 
 



別記様式第７号（第５０条第７項関係） 
    文書保存簿 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ○ 
 
   
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   ○ 
 
    
 
 
 
   
 
 
 

 国立研究開発法人水産研究・教育機構       課 書架番号  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

完結    年度 廃棄予定   年度   保存期間 分冊番号 

つづり 
順番号 

文書番号 
完結月日 

          件       名 
                     

 備 考 
 

 
 
 
 

 
第  号 
  月 日 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
第  号 
  月 日 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
第  号 
  月 日 

 
 
 

 
 
 

  
第  号 
  月 日 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
第  号 
  月 日 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
第  号 
  月 日 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
第  号 
  月 日 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
第  号 
  月 日 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
第  号 
  月 日 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
第  号 
  月 日 

 
 
 

 
 
 

                         国立研究開発法人水産研究・教育機構文書保存簿用紙 

                               
 
 

備考：保存する媒体の形式に合わせて作成すること 



別記様式第８号（第５０条第７項関係） 
    背表紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

国立研究開発 

法人水産研究

・教育機構 

法 人 文 書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   年度 

完   結 

所 管 課 

 

保 存 期 間 

 

保存期間 

満了日 
 

法 人 文 書 

ファイル名 

 

 

 

 

 

分 冊 番 号 

 

書 架 番 号 

 

 

 

            
 
 
 
備考：保存する媒体の形態に合わせて作成すること 



別記様式第９号（第５３条第１項関係） 

  法人文書ファイル管理簿 

 

 

作成取得年

度等 

分 類（文書分類）  

名称（法人文書ファ

イル名） 

 

作成時の文書 

管理者 

 

 保存期間 

 起算日 

 

 保存期間 

 

 保存期間 

 満了日 

 

 媒体の種別 

 

 保存場所 

法人文書ファイル

等に係る文書管理

者 

保存期間 

満了時の 

措置 
 

大分類 

 

中分類 

 

小分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１０号（第５３条第３項関係） 

  法人文書ファイル移管・廃棄簿 

 

 

作成取得年度等 

分 類（文書分類）  

名称（法人文書ファイル名） 

 

保存期間 

 

媒体の種別 

    

移管・廃棄の別 

 

  移管日又は廃棄日 

 

備 考  

大分類 

 

中分類 

 

小分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：１ 「作成取得年度等」の欄から「媒体の種別」欄までの各欄には、法人文書ファイル管理簿の該当欄の記載内容を転記する。 

   ２ 「移管・廃棄の別」の欄には、「移管」又は「廃棄」のいずれかを記載する。



別記様式第１１号（第５４条の２第２号関係） 
 
  

○○年○○月○○日 
  
  
 総括文書管理者 殿  
 
  

文書管理者 ○○ ○○ 
 
  

組織再編に伴う法人文書ファイル等の引継ぎについて（報告） 
 
  
 ○○年○○月○○日、別添の法人文書ファイル等について、○○○○より引継ぎを受けましたので、
国立研究開発法人水産研究・教育機構法人文書管理規則第５４条の３第２号の規定に基づき報告しま
す。  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備考 引継ぎを受けた法人文書ファイル等に係る法人文書ファイル管理簿の写しを添付すること。 



別記様式第１２号（第６０条第１項関係） 
    文書紛失届（A４判） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
文 書 紛 失 届 

 
                               年  月  日 

   文書管理者 殿 
 
                 所属課 
                 職氏名                 
 
 
   下記の文書を紛失しましたので、お届けいたします。 

完結年月 
年  月  日 

文書記号番号 

 
件名 

 

 
保存期間 

 

                                           
                                           年 

 

紛失理由 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１３号（第６１条第２項関係） 

    法人文書貸出（閲覧）票 

法人文書貸出（閲覧）票 

完結   

     年 

国立研究開発法人水産研究・教育機構  

     所管          課 
保存 

類別 

文書名 

                                                 冊 

 承認者 

 

国立研究開発法人水産研究・教育機構  

所属              課 
貸出期間 

    年  月  日 

              まで 

 責任者 

 

 
職氏名                          

貸出     年  月  日  返納     年  月  日 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別記様式第１４号（第７５条第１項関係） 
 
 秘密文書表示印 
 

 

 

 

 

 

 
秘 
 

 
 
 
  20mm 

 

 
極  秘 

 

 
 
 

20mm 

 

○○○○○ 

○年○月○日まで 

 

○ ○ ○ ○ ○ 

○年○月○日まで 

 

               20mm                                       30mm 
 
 
 
    備考 ○○には、所管課名及び秘密取扱期間を記載する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２ 一般決裁文書 

 

                                                                           
                                        案 
 
                                                                    番     号 
 
                                                                    年  月  日 
 
    ○  ○  ○  ○    あて 
 
                                                             発 行 名 義 人 
 
                                  件     名 
 
     本文○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 ３ 指令等 

 

  ９９○○第○○○○号 
 
 
 
                     ○○市○○区○○町○○番地×× 
 
                      ○ ○ ○ ○ 協会 
 
                       会 長 ○ ○ ○ ○ × 
 
 
 
 
  ×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
  ○○○○○○○○○。 
 
 
 
  ×○○○○年○○月○○日 
 
 
 
 
 
              ○ ○ ○ ○ 長 ○ ○ ○ ○      × 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

備考 
 １．この書式は、浄書文書の書式を示すもので、起案文書には、この前に伺文をつけ、年月日の部分は

「年月日」とし、あて名の部分は「○○○○あて」とし、発行名義人の部分は「理事長」又は「○○

長」若しくは「○○○○○○」とすること。（以下各書式ともこれに準ずる。） 
 ２．×印は、空白にする字数を示す。（以下各書式とも同じ。） 



 ４ 往復文書（通知、照会、回答、報告等） 

 

                        ９９○○○第○○○○号 
 
                         ○○○○年○○月○○日 
 
  ×○ ○ 県 知 事 殿 
 
 
 
                      ○ ○ ○ ○ 長      × 
 
 
 
 
 
  ×××件名○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×× 
 
     ○○○○（○○） 
 
  ×本文○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
  ○○○○○○○○。 
 
  ×なお、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 
 
                  記 
 
  １×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
  ×○○○○○○。 
 
  ２×○○○○○○○○○○○○○○○○。 
 
  ×(1)×○○○○○○○○○○。 
 
  ×(2)×○○○○○○○。 
 
  ××ア×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
  ×××○○○○○○○○○。 
 
  ××イ×○○○○○○○○○○○○○○。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ５ 委 任 状 

 

 
 

委   任   状 
 
 
 
 
  ×○○○○○を代理人に定め、下記の権限を委任する。 
 
  ×○○○○年○○月○○日 
 
 
 
 
 
 
              ○ ○ ○ ○ 長 ○ ○ ○ ○      × 
 
 
 
 
 
                  記 
 
 
 
 
  １×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
  ×○○○○○○○○○。 
 
  ２×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ６ 覚 書（協定書） 

 

 
  ９９○○○第○○○○号 
 
 
 
  ×××○○○○○○○についての覚書 
 
  ×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○について、下記のとおり協定 
 
  し、覚書を交換する。 
 
  ×○○○○年○○月○○日 
 
 
 
                 ○ ○ ○ ○ ○ 
 
                      ○ ○ ○ ○      × 
 
 
 
 
                 ○ ○ ○ ○ 長 
 
                      ○ ○ ○ ○      × 
 
 
 
 
  １×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
  ×○○○○○○○○○○○。 
 
  ２×○○○○○○○○○○○○○○○○。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 備考 
  １．相手方の文書番号を記載する必要がある場合は、当機構の文書番号の下に記載する。 
  ２．この書式では相手方に異議がある場合には、相手方と協議のうえ適当な書式とすること。 



 ７ 願及び届 

 

 
○   ○   届 

 
 
 
 
                          ○○○○年○○月○○日 
 
 
 
 
 
  ×○ ○ ○ ○ ○ 長 殿 
 
 
 
 
 
                         職  氏     名   
 
 
 
 
 
  ×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 
  ○○○○○○○○○○○○○○○○。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



書式例（第２８条第２項関係）
１　決裁を受け、又は供覧するものについての記載

国立研究開発法人水産研究・教育機構起案用紙

伺　い

　○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ よろしいか。

所　属 　　　　　　　　　（内線　　　　）起案者

件名

文書分類 ファイル名

完結

起案 決裁委任事項番号

決裁
記　事

施行

　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　第　　　　　　　号　　　　　　文書記号番号

保存期間接受


